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本
条
例
の
一
部
を
改
正
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
、
全
員
一
致
で

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

▽
館
林
市
職
員
の
退
職
手
当
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
＝
雇
用
保
険
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
に
よ
る
国

家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
一
部

改
正
に
伴
い
、
雇
用
保
険
に
お

い
て
、
現
行
で
は
同
一
の
事
業

主
の
適
用
事
業
に
65
歳
以
前
か

ら
引
き
続
い
て
雇
用
さ
れ
て
い

る
者
に
雇
用
保
険
を
適
用
し
て

い
た
も
の
を
、
雇
用
保
険
法
の

改
正
に
よ
り
、
65
歳
以
降
に
新

た
に
雇
用
さ
れ
た
者
に
つ
い
て

も
適
用
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と

に
よ
り
、
本
条
例
の
一
部
を
改

正
し
、
対
象
と
な
る
職
員
が
離

職
し
て
求
職
活
動
を
行
う
場
合

に
求
職
者
給
付
金
を
支
給
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
、
全
員
一
致

で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

▽
館
林
市
税
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
＝
日
本
と
台
湾
と

の
間
で
二
重
課
税
を
回
避
す
る

等
の
措
置
を
講
ず
る
た
め
日
台

民
間
租
税
取
決
め
が
締
結
さ
れ

た
こ
と
を
受
け
、法
律
名
が「
外

国
人
等
の
国
際
運
輸
業
に
係
る

所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ

る
所
得
税
等
の
非
課
税
に
関
す

る
法
律
」
か
ら
「
外
国
居
住
者

等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義

に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等

に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
ら
れ
、

取
決
め
に
規
定
さ
れ
た
内
容
を

実
施
す
る
た
め
の
改
正
に
伴
い
、

日
台
間
に
お
け
る
特
例
適
用
利

子
等
及
び
特
例
適
用
配
当
等
に

係
る
個
人
住
民
税
の
課
税
の
特

例
を
創
設
す
る
た
め
、
本
条
例

の
一
部
を
改
正
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
、
全
員
一
致
で
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

▽
館
林
市
国
民
健
康
保
険
税
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
＝

「
館
林
市
税
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
」
と
同
様
の
理
由

に
よ
る
改
正
に
伴
い
、
市
町
村

民
税
で
分
離
課
税
さ
れ
る
特
例

適
用
利
子
等
の
額
及
び
特
例
適

用
配
当
等
の
額
を
、
国
民
健
康

保
険
税
で
は
所
得
割
額
の
算
定

及
び
軽
減
判
定
に
用
い
る
総
所

得
金
額
に
含
め
る
た
め
、
本
条

例
の
一
部
を
改
正
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
、
全
員
一
致
で
可
決

さ
れ
ま
し
た
。

▽
館
林
市
廃
棄
物
の
処
理
及
び

清
掃
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
＝
一
般
廃
棄
物

処
理
の
広
域
化
に
伴
い
、
本
市
、

板
倉
町
及
び
明
和
町
の
ご
み
処

理
共
同
事
業
に
つ
い
て
、
館
林

衛
生
施
設
組
合
が
事
業
主
体
に

な
る
こ
と
、
ま
た
、
昭
和
47
年

の
法
施
行
よ
り
据
え
置
い
て
い

る
一
般
廃
棄
物
処
理
業
の
許
可

書
等
の
交
付
手
数
料
を
、
当
該

事
務
手
続
き
の
実
態
や
近
隣
自

治
体
と
の
均
衡
等
も
考
慮
し
、

一
般
廃
棄
物
処
理
業
許
可
書
交

付
手
数
料
を
１
０
０
０
円
か
ら

５
０
０
０
円
に
、
一
般
廃
棄
物

処
理
業
許
可
書
再
交
付
手
数
料

を
１
０
０
０
円
か
ら
２
５
０
０

円
に
、
従
業
員
証
交
付
手
数
料

を
２
０
０
円
か
ら
１
０
０
０
円

に
、
従
業
員
証
再
交
付
手
数
料

を
１
０
０
円
か
ら
５
０
０
円
に

改
定
す
る
た
め
、
本
条
例
の
一

部
を
改
正
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
、
全
員
一
致
で
可
決
さ
れ
ま

し
た
。

▽
館
林
市
浄
化
槽
の
清
掃
業
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
＝
昭
和
60
年
の
法
施
行

よ
り
据
え
置
い
て
い
る
浄
化
槽

清
掃
業
許
可
に
係
る
手
数
料
を
、

当
該
事
務
手
続
き
の
実
態
や
県

内
及
び
近
隣
自
治
体
と
の
均
衡

を
考
慮
し
、
浄
化
槽
清
掃
業
許

可
申
請
手
数
料
を
１
０
０
０
円

か
ら
５
０
０
０
円
に
、
浄
化
槽

清
掃
業
許
可
書
再
交
付
手
数
料

を
１
０
０
０
円
か
ら
２
５
０
０

円
に
、
従
業
員
証
交
付
手
数
料

を
２
０
０
円
か
ら
１
０
０
０
円

に
、
従
業
員
証
再
交
付
手
数
料

を
１
０
０
円
か
ら
５
０
０
円
に

改
定
す
る
た
め
、
本
条
例
の
一

部
を
改
正
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
、
全
員
一
致
で
可
決
さ
れ
ま

し
た
。

▽
館
林
市
職
員
の
勤
務
時
間
、

休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
＝
地
方
公
務

員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法

律
及
び
育
児
休
業
、
介
護
休
業

等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う

労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律

の
一
部
改
正
に
伴
い
、
介
護
休

暇
の
分
割
取
得
を
可
能
と
す
る

こ
と
、
介
護
時
間
を
新
設
す
る

こ
と
、
育
児
休
業
等
に
係
る
子

の
範
囲
を
拡
大
す
る
た
め
、
本

条
例
の
一
部
を
改
正
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
、
全
員
一
致
で
可

決
さ
れ
ま
し
た
。

▽
館
林
市
職
員
の
給
与
に
関
す

る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
＝
国
家
公
務
員
及
び
群
馬

県
職
員
の
給
与
改
定
の
例
に
よ

り
、
本
市
職
員
の
給
料
月
額
を

若
年
層
に
重
点
を
置
い
た
世
代

間
の
給
与
配
分
の
観
点
か
ら
、

平
成
28
年
４
月
１
日
に
遡
及
し

て
平
均
０
・
２
％
引
き
上
げ
る

ほ
か
、
扶
養
手
当
の
見
直
し
を

平
成
29
年
４
月
１
日
か
ら
段
階

的
に
実
施
し
、
配
偶
者
に
係
る

手
当
額
を
引
き
下
げ
、
子
に
係

る
手
当
額
を
引
き
上
げ
等
の
改

正
を
行
う
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
平
成
28
年
12
月
期
の

勤
勉
手
当
の
支
給
月
数
を
０
・

１
月
分
引
き
上
げ
、
平
成
29
年

度
以
降
に
つ
い
て
は
、
引
き
上

げ
分
を
６
月
期
と
12
月
期
の
勤

勉
手
当
に
均
等
に
配
分
す
る
も

の
で
す
。

　

あ
わ
せ
て
、
本
市
一
般
職
の

任
期
付
職
員
に
つ
い
て
も
国
家

公
務
員
等
の
例
に
よ
り
所
要
の

改
正
を
す
る
た
め
、
本
条
例
の

一
部
を
改
正
し
よ
う
と
す
る
も

たてばやしクリーンセンター


